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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、小学校に在籍する児童が放課後又は学校休業日（以下「放課後等」と

いう。）を安心して過ごすことができる居場所づくり事業について必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 放課後ひろば 学校敷地内において、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以

下「法」という。）第４条第３号に規定する少年のうち小学校に在籍する児童（以下

「小学校児童」）という。）が、放課後等に安心して過ごすことができる居場所。 

(２) 放課後ひろば事業 放課後ひろばを提供する事業。 

（３） 放課後児童健全育成事業 法第６条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業。 

 

  第２章 児童放課後等居場所づくり事業 

（要件） 

第３条 児童放課後等居場所づくり事業は、次の各号のいずれにも該当する事業をいう。 

（１） 同一の学校施設内で放課後ひろば事業と放課後児童健全育成事業が実施されてい

ること。 

（２） 放課後ひろばを利用する小学校児童が、放課後児童健全育成事業を利用している児

童と日常的に活動場所を共有し、相互に交流することができるよう調整が図られて

いること。 

 

（実施校） 

第４条 児童放課後等居場所づくり事業を実施する半田市立小学校（以下「実施校」という。）

は、別表第 1に掲げるとおりとする。 

 

（学校設備の使用） 

第５条 市長は、放課後ひろばの実施に際し、実施校の施設及び設備（以下「学校設備」と

いう。）を使用する場合は、実施校の校長と協議の上、あらかじめ半田市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）に対し、半田市立学校管理規則（昭和３４年半田市教育委員

会規則第７号。）第２３条第２項に基づく承認を受けなければならない。 

２ 前項の実施校の校長と協議する事項は、次のとおりとする。 

（１） 児童放課後等居場所づくり事業において使用する実施校の学校設備 

（２） 前号の学校設備の使用日時及び期間 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長及び実施校の校長が必要と認める事項 



３ 前項の規定にかかわらず、実施校の校長は校務の正常な運営に支障があると認めると

きは、学校設備の使用日時を変更することができる。 

 

（管理の委託） 

第６条 市長は、事業の円滑な運営を図るため、児童放課後等居場所づくり事業の全部又は

一部を委託することができる。 

 

  第３章 放課後ひろば事業 

（利用者） 

第７条 放課後ひろばを利用できる者（以下「利用者」という。）は、次の各号に掲げる者

とする。 

（１） 実施校に在籍する小学校児童 

（２） 実施校の通学区域（半田市立小中学校の通学区域を定める規程（昭和６０年半田市

教育委員会告示第８号）で規定する通学区域をいう。）にある幼稚園、保育園、認定こ

ども園又は小規模保育施設に在籍する未就学児 

（３） 実施校の通学区域に住所を有する小学校児童又は未就学児 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者 

２ 前項第２号及び第３号に掲げる未就学児は、実施校に未就学児スペース（未就学児が安

心して過ごせるスペース）が有る場合に限り、放課後ひろばを保護者同伴であるときは利

用することができる。 

 

（実施時間等） 

第８条 実施時間は、別表第２に定めるとおりとする。 

２ 第５条第３項に該当するとき又は市長が特に必要があると認めたときは、前項の実施

時間を変更することができる。 

 

（休業日等） 

第９条 放課後ひろばの休業日は、次のとおりとする。 

（１）  日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に定める休日 

（３） １月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日まで 

２ 前項で定める休業日のほか、市長及び教育委員会又は実施校の学校長が協議により利

用できない日を定めることができる。 

３ 市長は、特に必要があると認めたときは、第 1項に規定する休業日若しくは前項に規定

する利用できない日を臨時に定め、又は変更することができる。 

 

（配置） 

第１０条 市長又は第６条の規定により委託を受けた事業者は、放課後ひろばに係員を２

名以上配置するものとする。 

 

（利用登録等） 

第１１条 第７条に定める利用者の保護者は、あらかじめ半田市放課後ひろば利用登録申

込書（様式第１）を市長に提出し、利用登録しなければならない。 

２ 前項の規定による登録の有効期間は、登録を行った日から利用者が小学校を卒業する

年の年度末までとする。 

３ 第１項の規定により登録を受けた利用者の保護者は、登録内容に変更があったとき又

は利用を終了するときは、半田市放課後ひろば利用登録変更・終了届（様式第２）を市長

に提出しなければならない。 



 

（放課後ひろばの利用登録の取消し等） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を取り消し、又は利用

を停止することができる。 

（１）  第７条第１項各号に掲げる者でなくなったとき。  

（２） 学校設備の管理上支障があると認めるとき。 

（３）  前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき 

 

第４章 放課後児童健全育成事業 

（事業等） 

第１３条 放課後児童健全育成事業の実施については「半田市放課後児童健全育成事業実

施要綱」で定めるものとする。 

 

 第５章 雑則 

（管理責任） 

第１４条 管理責任については、原則として市長が負い、教育委員会は、実施校の学校設備

に管理上の欠陥がある場合を除き、児童放課後等居場所づくり事業の実施について、管理

責任を負わないものとする。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 児童放課後等居場所づくり事業に係る利用登録その他の必要な行為については、この

要綱の施行の日前においても行うことができる 

  



 

別表第 1 

実施校 所在地 
未就学児 

スペースの有無 

半田市立横川小学校 半田市大伝根町一丁目１１番地１ 無 

半田市立亀崎小学校 半田市亀崎月見町三丁目１０番地 有 

 

別表第２ 

区分 
実施時間 

（４月から９月まで） 

実施時間 

（１０月から３月まで） 

授業日（月曜日から金曜日

まで）※ 
放課後から午後５時まで 

放課後から午後４時３０分

まで 

土曜日※ 
午前９時から正午まで及び午後

１時から午後５時まで 

午前９時から正午まで及び

午後１時から午後４時３０

分まで 長期休暇（月曜日から土曜

日まで）※ 

※国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に定める休日及び１月２日、

同月３日、１２月２９日から同月３１日までの期間は実施しません。 

※長期休暇とは学期の終業式又は修了式の翌日から次学期の始業式の日の前日までのことをい

う。 

  



様式第１（第１１条関係） 

 

半田市放課後ひろば利用登録申込書 

 

年  月  日 

 

半田市長 殿 

 

          児童の保護者 住所 

                 氏名 

                 電話 

 

以下のとおり、放課後ひろばの利用登録を申し込みます。 

※小学校からの照会又は放課後ひろばにおける事業運営に当たり必要とする個人情報の利

用に同意します。 

 

フリガナ  学校名・ 

学年 

※在校生以

外は記入不

要 

 

小学校 

 

    年 

児童氏名  

児童住所 
□上記に同じ 

半田市 

緊急時の 

連絡先 

①氏名          続柄（   ） 

            電話番号    ― 

②氏名          続柄（   ） 

          電話番号    ― 

※入力された個人情報は、小学校からの照会又は放課後ひろば事業以外の目的には利用し

ません。 

  



様式第２（第１１条関係) 

 

半田市放課後ひろば利用登録変更・終了届 

 

年  月  日 

 

 半田市長 殿 

 

           児童等の保護者 住所 

                   氏名 

                   電話 

１．届出事由 

   変更・終了 

２．届出理由       

   

３．変更内容（終了の場合は、記載する必要はありません。） 

※小学校からの照会又は放課後ひろばにおける事業運営に当たり必要とする個人情報の利

用に同意します。 

 

フリガナ  学校名・ 

学年 

※在校生以

外は記入不

要 

 

小学校 

 

   年 

児童氏名  

児童住所 
□上記に同じ 

半田市 

緊急時の 

連絡先 

①氏名          続柄（   ） 

            電話番号    ― 

②氏名          続柄（   ） 

          電話番号    ― 

※入力された個人情報は、小学校からの照会又は放課後ひろば事業以外の目的には利用し

ません。 

 

 


